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                                                   平成 30年 12月 17日 
会員 様 

さいたま市立大谷場東小学校  
PTA会長    杉本 浩一  

 

第２回 委員総会報告 

 
皆様には、日頃からＰＴＡ活動にご協力いただき、ありがとうございます。12 月 3 日に行われました第 2 回

委員総会についてご報告申し上げます。 
  
１． 会長挨拶 

 皆さんおはようございます。本日は第２回委員総会ということで校長先生、教頭先生、お忙しいところご
出席いただきましてありがとうございます。そして皆様方におかれましても朝早くからご出席下さいまして
ありがとうございます。30 年度、PTA 活動といたしまして、早いもので折り返しを過ぎました。学期というこ
とを考えますと 6 年生はあと 3 ヶ月ちょっとで卒業、またその他の学年も 4 ヶ月弱で新しい学年になると
いう時期になります。PTA 活動におきましても、毎回、申し上げますが皆様会員ひとりひとりの温かいご
協力とご理解があってこそ成立致しますし、またそのことで子供達の学びの場がより良い環境に繋がっ
ていると思います。本日も皆様の日頃の取り組みのご報告ということで、貴重な時間を有効に使いたいと
思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

 
２．校長先生挨拶 

皆さん、おはようございます。本日はお寒い中ご来校いただきありがとうございます。子供達も 6 年生の
サッカー大会を始め、最後の学期末に向けて様々な行事があります。2 学期残り 1 ヶ月ということで繰り返
しになりますが、PTA の皆様や役員の皆様、本校に様々なところでご協力いただき大変感謝しております。
2 学期は様々な学校行事があったわけですが、そういうものを通して子供達は大きく成長しているところで
す。学校評価では様々なご意見を頂きました。今後の学校運営に活かして参りたいと考えております。交
通事故に気をつけ、インフルエンザなども流行る時期なので、予防により一層ご留意していただきたいと
思います。本日はよろしくお願いします。 

 
3．学校より連絡事項 

音楽フェスティバルでは今年も PTA役員の方々を中心にご協力いただきましてありがとうございます。子
供達は一生懸命頑張って歌ったり演奏していたかと思います。今後とも子供達の応援よろしくお願いし
ます。１月の予定を説明、確認させていただきます。１/19（土）は土曜授業となっており、短縮日課 4 時
間で 12時 15分頃下校予定です。土曜授業ということで、学校公開日とは異なりますが、例年ここで書初
めの展示をしていますので、多くの保護者にご来校いただいています。学校公開日とは主旨が異なりま
すが、ぜひ学校に足を運んでいただき、お子様の学校生活を見ていただければと考えております。尚、
ご来校の際は、入校証の着用、靴袋のご持参等にご協力ください。  
    

４．各委員会活動報告および活動予定 
【本部】 
＜活動報告＞ 
7月  5日  PTA協議会役員セミナー出席 

南区 PTA連合会第 2回役員会・理事会 出席 
7月 11日  地区委員会 出席 
7月 22日  南浦和祭り 子ども神輿手伝い 参加 
8月 24日  日本 PTA全国研究大会 出席（～25日まで） 
9月 10日  南区 PTA連合会第 3回役員会・理事会 出席 
9月 29日  運動会手伝い（10月 2日） 
10月 2日  南区ＰＴＡ連合会第 4回役員会・理事会出席 
10月 12日  第 2回企画委員会開催 中間監査実施 
11月 1日  四校連絡協議会 出席 

家庭数 
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 11月 6日 南区ＰＴＡ連合会第 5回役員会・理事会出席 
9日  第 2回南区ＰＴＡ情報交換会 出席 

    21日  平成 30年度役員研修人権啓発講演会 出席 
27日  道徳教育研究協議会 出席 

12月 3日 第 2回委員総会 開催 
●本部会開催 7月 10日・8月 29日・9月 20日・10月 4日・11月 7日・27日 
●「猫の手親の手」活動 

7月 12日・9月 25日・10月 29日・11月 16日 トイレ清掃 
9月 26日・10月 24日・11月 28日  資源回収 
7月 18日   お掃除ボランティア 
9月 13日   除草 
11月 9日・16日・30日 パネルシアター「耳なし芳一」上演 
 

＜活動予定＞ 
12月 4日 南区ＰＴＡ連合会 第 6回役員会・理事会出席 
1月 8日  南区ＰＴＡ連合会 第 7回役員会・理事会出席 

●本部会 開催 12月 17日 
●「猫の手親の手」活動 

12月 12日 トイレ掃除                        
12月 19日 お掃除ボランティア  

 
【文化委員会】 
＜活動報告＞ 

7月 4日 ベルマーク整理（5,6年生保護者メインで行う） 
7月 6日 ベルマーク整理（1,2年生保護者メインで行う） 
7月 11日、18日 ベルマーク整理、財団へ発送（1学期分の集計） 
7月 12日 ベルマーク財団へテント購入の注文書発送 
8月 31日 ベルマーク点数でテント購入確認 
9月 19日 ＡＥＤ講習会引継ぎ 
9月 26日 テトラ回収、発送 

10月 23日 ＡＥＤ講習会へのお誘いを作成、来賓者への参加依頼のお手紙作成 
10月 24日 学校とＡＥＤ講習会について打合せ 
10月 29日 「ＡＥＤ講習会へのお誘い」印刷・配布 
11月 1日 テトラ回収・発送 
11月 13日 「ベルマークだより」印刷・配布、ベル袋、ベル箱を各クラス配布 BOXへ 

ＡＥＤ講習会出席票回収、出席者集計、参加者一覧作成 
さいたま市担当者とＡＥＤ講習会の打合せ 

11月 20日 ベルマーク整理（企業仕分け、点数管理） 
12月 3日 ベルマーク整理（3,4年生保護者メインで行う） 

 
＜活動予定＞ 

12月 4日 ベルマーク整理（5,6年生保護者メインで行う） 
12月 12日 ＡＥＤ講習会開催 参加予定者 20名予定 
2月 13日 「ベルマークだより」配布、回収袋等を配布（同 19日回収） 
2月 19日 ベルマーク整理（企業仕分け、点数管理） 
3月 1日 ベルマーク整理（1～4年生保護者メインで行う）  

 
【広報委員会】 
＜活動報告＞ 

7月 4日（水）   第３回広報委員会 169号企画書提出  
7月 13日（金）   関東図書 168号初稿出し  
7月 18日（水）   表紙班（お掃除ボランティア 撮影）                                                                  

   7月 20日（金）   関東図書 168号初稿戻し         
8月 29日（水）   168号 2稿出し 三役打ち合わせ 
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9月 5日（水）   169号卒業班（卒業生 撮影） 
   9月 7日（金）   関東図書 168号 2稿戻し 
  9月 13日（木）   関東図書 168号校了  

169号朝の活動班（丸野先生 インタビュー） 
  9月 19日（水）   169号防犯班（カメラの光盛堂 インタビュー） 
  9月 26日（水）   169号朝の活動班（生活朝会 撮影） 
  9月 27日（木）   168号配布作業 
                   卒業班（卒業生コメント用紙配布） 
  9月 29日（土）   169号表紙班（運動会 撮影） 

10月 4日（木）   169号朝の活動班（ＧＳの様子 撮影） 
10月 12日（金）   第２回企画委員会  表紙班打ち合わせ 
10月 15日（月）   169号朝の活動班（太陽の子タイム 撮影） 
10月 26日（金）   169号防犯班（会田さん、宮脇さん インタビュー） 
10月 30日（火）   卒業班（卒業生コメント用紙回収） 
11月 9日（金）   169号朝の活動班（パネルシアター 撮影） 
11月 10日（土）   表紙班（音楽フェスティバル 撮影） 
11月 17日（土）   表紙班（育成会競技会 撮影） 
11月 27日（火）   表紙班打ち合わせ 
11月 30日（金）   関東図書  169号入稿 
12月 3日（月）   第２回委員総会 
 

＜活動予定＞ 
12月 14日（金）   関東図書  169号初稿出し 
 1月 17日（木）   関東図書 169号初稿戻し 
 1月 30日（水）   関東図書 169号２稿出し 
 2月 6日（水）   関東図書 169号２稿戻し 
 2月 14日（木）   関東図書 169号校了 

2月 28日（木）  169号配付作業 
  

【選考委員会】 
＜活動報告＞ 
7月 4日          第 2回選考委員会 

今後の活動内容の確認と役割分担 
懇談会時委員からの連絡事項について、配布文書の印刷・仕分け 

8月 10日  「いじめ防止シンポジューム」講演会参加 
9月 3日          第 3回選考委員会（メール連絡及び資料配布にて実施） 

今後の活動内容の確認、懇談会時委員からの連絡事項について 
9月 5日 「本部役員推薦について」配布 
10月 3日   「本部役員推薦のお願い」配布、推薦状回収ボックスの設置 
10月 4～12日 推薦状の回収 
10月 6日   「南区ふれあいフェア」お手伝い 
10月 15～19日 推薦状の回収予備日 
10月 19日   第 4回選考委員会 
                 推薦状の開封及び集計・本部へリストアップ表提出 

配布文書の印刷・宛名書き・封印、交渉担当決め 
10月 26日 「PTA本部役員への推薦に関するご連絡」（お伺い状）配布 
10月 29～11月 1日 候補者へのお伺い状の回収 
11月 2日 「青少年健全育成地域の集い」参加 
11月 6日  第 5回選考委員会 

            お伺い状の返答に基づいた話し合い及び確認 
11月 21日   「人権講演会」参加 

 
＜活動予定＞ 

12月 3日 第 6回選考委員会 
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今後の活動内容の確認、懇談会時委員からの連絡事項について 
引き続き交渉中 

 
 
【地区委員会】 
＜活動報告＞ 
 7月 5日 南区夏の交通事故防止運動に伴う啓発活動（母の会） 

 7月 11日 第 3回地区委員会開催・通学班会議及び一斉下校指導 
 7月 25日 夏休み巡回補導（育成会の活動）（今年は 7/23・24は高温のため中止） 
 7月 30日 親子自転車講習会（母の会） 
 7月下旬 啓発品作成（児童のメッセージ入りお守りの封入）(母の会) 
 9月 13日 浦和区・南区秋の全国交通安全運動に伴う啓発活動（母の会） 
 10月 6日 南区ふるさとふれあいフェア交通安全啓発活動（母の会） 

 12月 1日 浦和区・南区交通安全ポスター表彰式及び冬の交通事故防止運動に伴う啓発 
（母の会） 

＜活動予定＞ 
 12月 3日 第 2回委員総会・第 4回地区委員会開催 
 12月 9日 さいたま国際マラソン開催に伴う協力（母の会） 

 1月中旬 新地区委員選出 
 2月 8日 新入学児童保護者説明会（三役のみ） 
 2月中旬 バレンタイン交通安全街頭キャンペーン（母の会） 
 2月中旬 新地区委員三役・母の会理事の選出 
 3月 1日 第 3回委員総会 
 3月 5日 第 1回地区委員会開催・通学班会議（新地区委員） 

 及び一斉下校指導(現・新地区委員） 
 3月上旬 南支部代表者会議（母の会） 
 

＜年間活動＞  ・登校時うまだし及びセオサイクル前旗出し 
・各班旗出し当番(ロビンフット前・セオ横・ブラン南浦和前)へのフォロー 
・途中転出入児童および学区内異動児童への対応 
・特別時(高学年不在時)通学班体制の編成 

 
＜その他＞  ・ロビンフット・セオ前旗出し当番へのベスト着用喚起 
        ・各班の稼働数確認、児童数増減に伴う地区委員数変更についての提案 

  ・通学路危険箇所について、随時連絡 
  

 
５．提案事項 

提 案 書 
慶弔見舞い変更及び教職員転退職時の贈答規定廃止の提案 

■概要 
細則第三章 第 3条、第 4条では、下記の通り定められている。 
第 3条 本規定は会員の慶弔ならびに教職員の転退職に際し、下記相当金額を贈り、慶弔及び 
感謝の意を表するものとする。 

1. 教職員転退職の場合（死亡含まず）  1年目  2000円  
1年増すごとに加算  1000円 

但し、年数計算は 6 ヶ月以上を 1年とする最高 5000円 
                                  別途消費税とする。 

2. 教職員の結婚の場合             5000円 
3. 教職員の 2週間以上にわたる病気の場合    5000円 
4. 教職員の死亡の場合             5000円と花輪 
5. 児童の保護者死亡の場合           5000 円 
6. 本校在校児童死亡の場合           5000円と花輪 
7. 教職員の家族死亡の場合  
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（本人の両親及び同居中の配偶者の両親を含む）5000円           
8. 教職員（本人・配偶者供）出産の場合     5000円 
9. その他、特別な事情及び対外的な事情が生じた場合は、委員総会にはかり支出できる 

ものとする。ただし、緊急の場合は本部に一任も可とする。 
第 4条 規定による支出贈与に対しては、一切返礼を要しない。 
 
これを以下のように変更したい。 
 ・第 3条 1 項 2項 3項 7 項 8項は廃止 
 ・第 3条 4 項 5項は内容を統合して文言を変更 
 ・第 3条 6 項 9項は残置 
 ・第 4条は文言を追加する 
 
第 3条 本規定は会員の弔事に際し、下記相当金額を贈り、弔意を表するものとする。 

1. 会員及び配偶者死亡の場合         5000 円 
2. 本校在校児童死亡の場合          5000 円と花輪または供花 
3. その他、特別な事情及び対外的な事情が生じた場合は、委員総会にはかり支出 

できるものとする。ただし、緊急の場合は本部に一任も可とする。 
 第 4条 規定による支出贈与に対しては、一切返礼を要しない。 
     また、遺族の意向で辞退申し出があった場合は、申し出を受けるものとする。 
■理由 
本件は、教職員、保護者の慶弔時の取扱を一律同じ扱いとするもの。 
10月に行われた第二回企画委員会において、本部より「教職員転退職時、在職年数による贈答金額設定を
せず、一律 3,000円の対応としたい」旨の提案を行った。そこで学校より「PTAは教職員、保護者が同じ会費
を払ってともに運営しているので、慶弔時の扱いに違いを設けず同様の取扱としてほしい」との申し出あり。
本部で協議した結果、学校申し出に対し異議がないため、上記のとおり細則の変更を提案する。 
                             
■杉本会長より補足 
10月に行われた第二回企画委員会において、本部より「教職員転退職時、在職年数による贈答金額設定を
せず、一律 3,000円の対応としたい」旨の提案を行ないました。今までは在職年数に応じて転退職時の贈答
金額を設定しておりました。転退職される先生方に対して、感謝の気持ちは在職年数に関係ないことから、
年数による金額の差を設けず、一律の対応と致したく、教職員転退職時の贈答規定について変更したいと
提案しました。学校より「PTA は保護者、教職員が同じ会費を払ってともに運営しているので、慶弔時及び転
退職時の扱いに違いを設けず同様の取扱としてほしい」との申し出があり本部で協議した結果、学校申し出
に対し異議がないため、細則の変更を提案したいと思います。大きな変更点としては転退職時や先生方の
ご結婚・出産に際してのお祝い金等を廃止します。それ以外については記載の通りです。以上、よろしくお
願いいたします。 
→賛成多数により、本会議にて承認された。 
 
６．本部からの連絡事項 
文化、広報、選考各委員の三役さんに連絡。新入生児童保護者の説明資料に平成 30年度各委員の活動
状況を記載します。つきましては今年度のこれまでの活動回数を今後の活動予定を総合し、活動状況をお
知らせ下さい。                              
                                                            以上  


